
ライフケア柏原　介護老人福祉施設ユニット型個室（Ⅰ）－４．１０．１

入居料金表
＜第１段階＞「対象者：老齢福祉年金受給者」

要介護度 サービス単位数 加算(＊1・2) 自己負担金小計(＊3) 居住費 食費 1日料金 月料金

要介護１ 652 91 874 820 300 1,994 59,828
要介護２ 720 91 954 820 300 2,074 62,228
要介護３ 793 91 1,040 820 300 2,160 64,805
要介護４ 862 91 1,121 820 300 2,241 67,241
要介護５ 929 91 1,200 820 300 2,320 69,606

＜第２段階＞「世帯全員が市民税非課税者で本人の合計所得金額＋課税年金収入金額＋非課税年金収入金額の合計が80万以下の方」

要介護度 サービス単位数 加算(＊1・2) 自己負担金小計(＊3) 居住費 食費 1日料金 月料金

要介護１ 652 91 874 820 390 2,084 62,528
要介護２ 720 91 954 820 390 2,164 64,928
要介護３ 793 91 1,040 820 390 2,250 67,505
要介護４ 862 91 1,121 820 390 2,331 69,941
要介護５ 929 91 1,200 820 390 2,410 72,306

＜第３段階①＞「世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額＋課税年金収入金額＋非課税年金収入金額の合計が80～120万の方」

要介護度 サービス単位数 加算(＊1・2) 自己負担金小計(＊3) 居住費 食費 1日料金 月料金

要介護１ 652 91 874 1,310 650 2,834 85,028
要介護２ 720 91 954 1,310 650 2,914 87,428
要介護３ 793 91 1,040 1,310 650 3,000 90,005
要介護４ 862 91 1,121 1,310 650 3,081 92,441
要介護５ 929 91 1,200 1,310 650 3,160 94,806

＜第３段階②＞「世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額＋課税年金収入金額＋非課税年金収入金額の合計が120万超の方」

要介護度 サービス単位数 加算(＊1・2) 自己負担金小計(＊3) 居住費 食費 1日料金 月料金

要介護１ 652 91 874 1,310 1,360 3,544 106,328
要介護２ 720 91 954 1,310 1,360 3,624 108,728
要介護３ 793 91 1,040 1,310 1,360 3,710 111,305
要介護４ 862 91 1,121 1,310 1,360 3,791 113,741
要介護５ 929 91 1,200 1,310 1,360 3,870 116,106

＜第４段階＞「上記以外の方」　1割負担

要介護度 サービス単位数 加算(＊1・2) 自己負担金小計(＊3) 居住費 食費 1日料金 月料金

要介護１ 652 91 874 2,006 1,445 4,325 129,758
要介護２ 720 91 954 2,006 1,445 4,405 132,158
要介護３ 793 91 1,040 2,006 1,445 4,491 134,735
要介護４ 862 91 1,121 2,006 1,445 4,572 137,171
要介護５ 929 91 1,200 2,006 1,445 4,651 139,536

＜第４段階＞「上記以外の方」　2割負担（年金のみ年収280万以上の方、年金収入以外のある場合は合計所得金額が160万以上の方）

要介護度 サービス単位数 加算(＊1・2) 自己負担金小計(＊3) 居住費 食費 1日料金 月料金

要介護１ 652 91 1,749 2,006 1,445 5,200 155,986
要介護２ 720 91 1,909 2,006 1,445 5,360 160,787
要介護３ 793 91 2,080 2,006 1,445 5,531 165,941
要介護４ 862 91 2,243 2,006 1,445 5,694 170,812
要介護５ 929 91 2,400 2,006 1,445 5,851 175,542

＜第４段階＞「上記以外の方」　3割負担（年金のみ年収340万以上の方、年金収入以外のある場合は合計所得金額が220万以上の方）

要介護度 サービス単位数 加算(＊1・2) 自己負担金小計(＊3) 居住費 食費 1日料金 月料金

要介護１ 652 91 2,623 2,006 1,445 6,074 182,214
要介護２ 720 91 2,863 2,006 1,445 6,314 189,415
要介護３ 793 91 3,121 2,006 1,445 6,572 197,146
要介護４ 862 91 3,364 2,006 1,445 6,815 204,453
要介護５ 929 91 3,601 2,006 1,445 7,052 211,548

〈その他の加算）

１）療養食を提供した場合「療養食加算」として７円（１食）加算されます。

２）病院等へ入院した場合及び居宅等へ外泊を認めた場合（月６日程度）「外泊時費用」として２８５円(１日)加算されます。

４）入居日から３０日以内の期間及び３０日以上の入院後の再入居の場合「初期加算」として３４円(１日)加算されます。

５）入居月のみ「安全対策体制加算」として２０９円加算されます。

６）医師の診断のもと、ご本人、ご家族の希望及び同意により看取りケアを実施した場合、看取り介護加算が加算されます。

　・死亡日以前３１日以上４５日以下 ８３円（１日）

　・死亡日以前４日以上３０日以下 １６７円（１日）

　・死亡日以前２日又は３日 ７８７～９０４円（１日）

　・死亡日 １，４８４～１，８３２円

　*介護体制等の変動により、加算計上分の料金が変更になる場合があります。

＊１　加算（日）：　日常生活継続支援加算(４６)、看護体制加算Ⅰ・ロ(４)、Ⅱ・ロ(８)、夜勤職員配置加算Ⅱ・ロ(１８)

　　　　　　      　個別機能訓練加算(１２)、　(　)内数値は単位数　

＊２　加算（月）：　個別機能訓練(２０)、褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算Ⅰ(３)、排せつ支援加算Ⅰ(１０)、 

　　　　　　　　　　科学的介護推進体制加算Ⅱ(５０)　　(　)内数値は単位数

＊３　地域加算（1単位：10.45円）を乗じ、介護職員処遇改善加算（8.3％）・介護職員等特定処遇改善加算（2.7％）・

　　　介護職員等ベースアップ等支援加算（1.6％）を加え計上。


